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（１１）別府川 

操業区域：次の点Ａ、Ｂ及びＣを結んだ線から上流の区域。ただし、水田川の区域（水田川

排水機場水門下流端から上流の区域）を除く 

Ａ 別府川河口左岸波除堤基部（北緯 34度 42分 55.6秒、東経 134度 50分 49.9秒） 

Ｂ 別府川河口左岸波除堤突端北西角（北緯 34度 42分 56.3秒、東経 134度 50分 47.5秒） 

Ｃ 別府川河口右岸東播磨港別府港埋立地南東角（北緯 34度 42分 55.5秒、東経 134度 50

分 43.4秒） 

（注）緯度経度は秒の単位を端数処理により小数第１位までとしているため参考値 

 

【参考】グーグルマップ リンク（点Ａ、Ｂ、Ｃ） 

 

 

（注）赤線：操業区域下流端（点Ａ、Ｂ及びＣを結んだ線） 

  

操業区域図 

(ア)下流端拡大図 

(ア) 

(イ) 

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B042'55.6%22N+134%C2%B050'49.9%22E
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B042'56.3%22N+134%C2%B050'47.5%22E
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B042'55.5%22N+134%C2%B050'43.4%22E
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（注）赤線：水田川下流端（水田川排水機場水門下流端） 

 

(イ)水田川下流端拡大図 


